
総会の決議及び規約に基づく組合業務の

執行について必要な事項を決議する。

組合及び理事会を代表し、総会及び理事会の

議決に基づき、その職務を執行する。

区分所有法第６５条に定める管理者

・組合管理に関する業務

・総会・理事会に関する事項

・広報に関する事項

・渉外・環境に関する事項

・危機管理に関する事項 各担当のチーフ理事

・予算・決算に関する事項

・支出等の会計業務

・修繕積立金、維持管理費等

の収納及び保管業務

・資金の運用

・維持管理費の未納に関する業務

・未納者の措置に関する事項

・施設の維持管理に関する業務

・中・長期修繕計画の見直し

・将来計画の検討

未収金担当

維持管理担当

会 計 担 当

総　　会

毎月定例会を開催

理事会

副 理 事 長

総務・広報担当

日吉台共有施設管理組合組織図

メンバーの構成

必要に応じて開催

事務局長

理　事　長

チーフ理事会

理事長・副理事長

事務局長・事務職員

事　務　局

（最高の議決機関）

諮 問 委 員

- 63 -




